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保守条件書 
１ 保守対象及び内容 

（１）保守対象 

大分県土木建築部台帳管理システムサーバ機器等一式 

（２）保守内容 

保守対象機器の修理及び部品交換 

（保守期間中については、補修部品（付属品、サーバ機器導入時のソフトウェア含

む）を常時保有するとともに供給／納入を保証すること。）。 

（３）その他 

保守作業後、保守対象機器が正常に動作することを確認すること。 

 

２ 業務の時間 

大分県の勤務時間（土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１

７８号）に規定する休日及び１２月２９日から１月３日までの日を除く午前８時３０分か

ら午後５時１５分）（以下「開庁日」という。）とする。 

 

３ 保守作業の対応期間及び場所 

保守担当業者が行う保守作業の対応期間及び場所は、原則として次のとおりとする。 

（１）対応期間及び場所 

保守作業は、原則、職員が、保守担当業者に対して保守作業の連絡を行った日（以

下「連絡日」という。）から翌勤務日の午後５時までに、機器等設置場所に訪問し対

応を行う。  

（２）保守体系図 

保守作業に関する作業体系及び連絡体系は、別紙「作業・連絡体系図」のとおりと

する。 

 

４ 保守作業経費 

故障した機器の原型復旧に要する部品・機材・修繕費等、保守業者が機器の設置場所ま

での移動に要する往復の交通費、輸送費等は、すべて賃借料に含む。 

 

５ 保守業務の対象外とする事項 

次に掲げる事項については、本仕様書に基づく受託者の保守業務の対象外とすることが

できる。 

（１）大分県の故意又は過失により発生した故障 

（２）天災地変等大分県又は保守業者いずれの責めに帰することができない事由により発生

した故障 

（３）大分県の都合による機器の移設 

（４）故障していない機器に係る清掃作業 

 

６ 保守作業の確認 

（１）保守担当業者は、３に掲げる保守業務を終了したときは、直ちに大分県土木建築部公

共工事入札管理室職員の作業終了検査を受けなければならない 

（２）保守担当業者は、（１）の検査終了の翌日（翌日が開庁日でない場合は、翌日以降直

近の開庁日）までに保守作業の内容等を記載した報告書（様式は任意）を大分県土木

建築部公共工事入札管理室に提出しなければならない。 

 

７ 機器設置の場所 

借入機器の設置場所は、大分県総務部デジタル政策課の管理するサーバ室内とする。（大

分県庁舎新館９階） 
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（別紙） 
作業・連絡体系図 
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①  サーバ等に不具合が発生した際に、公共工事入札管理室は不具合の原因が保守対象機器

の故障等であると考えられる場合、保守担当業者に保守作業を依頼する。 
 
②  保守担当業者は保守対象機器の設置場所に出向いて保守作業を行う。 
 
③  保守担当業者は②の作業が完了した場合は、その都度、公共工事入札管理室に保守作業

報告書により作業内容を公共工事入札管理室に報告する。 


